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特　集

【
２
０
２
２
年
４
月
１
日
〜
】

１
．
雇
用
環
境
整
備
、
個
別
の
周
知
・

　
　
意
向
確
認
の
措
置
の
義
務
化

●
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環

　
境
の
整
備

　
育
児
休
業
と
産
後
パ
パ
育
休
の
申
し

出
を
行
い
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　
事
業
主
は
以
下
の
い
ず
れ
か
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。　
　

※
複
数
が
望
ま
し
い

①
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す

　
る
研
修
の
実
施

②
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す

　
る
相
談
窓
口
の
設
置

③
自
社
の
労
働
者
の
育
児
休
業
・
産
後

　
パ
パ
育
休
取
得
事
例
の
収
集
・
提
供

④
自
社
の
労
働
者
へ
の
育
児
休
業
・
産

　
後
パ
パ
育
休
制
度
と
育
児
休
業
取
得

　
促
進
に
関
す
る
方
針
の
周
知

※
い
ず
れ
も
、
産
後
パ
パ
育
休
に
つ
い

て
は
、
２
０
２
２
年
10
月
以
降

●
妊
娠
・
出
産（
本
人
ま
た
は
配
偶
者
）

　
の
申
し
出
を
し
た
労
働
者
に
対
す
る

　
個
別
の
周
知
・
意
向
確
認
の
措
置
を

　
講
じ
る

　
本
人
ま
た
は
配
偶
者
の
妊
娠
・
出
産

等
を
申
し
出
た
労
働
者
に
対
し
て
、
育

児
休
業
制
度
等
に
関
す
る
、
以
下
の
事

項
の
周
知
と
、
休
業
の
取
得
意
向
の
確

認
を
、
個
別
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

①
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す

　
る
制
度

②
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
の
申
し

　
出
先

③
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
こ
と

④
労
働
者
が
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育

　
休
期
間
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
社
会

　
保
険
料
の
取
り
扱
い

　
な
お
、
個
別
周
知
・
意
向
確
認
の
方

法
は
、
①
面
談
②
書
面
交
付
③
Ｆ
Ａ
Ｘ

④
電
子
メ
ー
ル
等
の
い
ず
れ
か
で
行
い

ま
す
。
※
①
は
オ
ン
ラ
イ
ン
面
談
も
可

能
。
③
④
は
労
働
者
が
希
望
し
た
場
合

の
み

２
．
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・
介
護

　
　
休
業
取
得
要
件
の
緩
和

　
従
来
は
有
期
雇
用
契
約
の
労
働
者
に

つ
い
て
は
①
引
き
続
き
１
年
以
上
雇
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
子
が
１
歳
６
ヶ

月
に
達
す
る
日
ま
で
に
労
働
契
約
が
満

了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
、

の
２
点
が
育
児
休
業
取
得
の
要
件
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
要
件
が
、
無
期
雇
用
労
働
者

（
一
般
的
に
は
正
社
員
）
と
同
様
の
内

容
に
緩
和
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

①
の
要
件
が
撤
廃
さ
れ
、
②
の
み
で
育

児
休
業
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

※
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
で
①
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
労
働
者
を
除

外
す
る
こ
と
も
可
能

【
２
０
２
２
年
10
月
１
日
〜
】

３
．
産
後
パ
パ
育
休
の
創
設
と
育
児
休

　
　
業
の
分
割
取
得

　
２
０
２
２
年
10
月
に
新
た
に
創
設
さ

れ
る
「
産
後
パ
パ
育
休
（
出
生
時
育
児

休
業
）
」
は
、
需
要
の
多
い
「
子
の
出

生
後
８
週
間
以
内
」
を
対
象
期
間
と
し
、

柔
軟
に
取
得
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。
な
か
で
も
次
の
２
点
が
大
き

な
特
徴
で
す
。

〈
分
割
取
得
が
可
能
〉

　
新
設
の
産
後
パ
パ
育
休
で
は
、
最
長

４
週
間
の
取
得
可
能
日
数
を
２
回
に
分

け
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
例
え
ば
４
週
間
ま
る
ま
る
職
場
を
離

れ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
っ
た
場
合
で

も
、
分
割
取
得
と
い
う
選
択
が
で
き
ま

す
。

※
従
来
か
ら
の
育
児
休
業
に
つ
い
て
も
、

夫
婦
と
も
に
分
割
し
て
２
回
取
得
可
能

と
な
り
ま
す
。

〈
休
業
中
の
就
業
が
可
能
〉

　
通
常
の
育
児
休
業
で
は
、
休
業
中
の

就
業
は
不
可
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
産

後
パ
パ
育
休
で
は
、
労
使
協
定
を
締
結

し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
就
業
時
間
や

仕
事
内
容
な
ど
労
働
者
が
合
意
し
た
範

囲
内
で
就
業
が
可
能
で
す
。

　
育
児
休
業
等
の
申
し
出
・
取
得
を
理

由
に
、
事
業
主
が
解
雇
や
退
職
強
要
、

正
社
員
か
ら
パ
ー
ト
へ
の
契
約
変
更
等

の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
行
う
こ
と
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
妊
娠
・
出
産
の
申
し

出
を
し
た
こ
と
、
産
後
パ
パ
育
休
の
申

し
出
・
取
得
、
産
後
パ
パ
育
休
期
間
中

の
就
業
を
申
し
出
・
同
意
し
な
か
っ
た

こ
と
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
り

扱
い
も
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
１
、
図
１
） 資料参考・出典：厚生労働省・法務省・警察庁ＨＰ

２０２２年に施行される法改正
　2022年も様々な法が改正されます。事業所においては改正内容を理解し、早めに対応を進
めていかなくてはなりません。今月の特集は、主な法改正や新設される法などについて要点を
解説します。

育
児・介
護
休
業
法

産
後
パ
パ
育
休
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
す
！

          産後パパ育休（2022.10.1～）
育休とは別に取得可能

育休制度
(2022.10.1～)

育休制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に４週間まで取
得可能

原則子が１歳（最長２歳）まで 原則子が１歳（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで ※1 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得
分割して　　取得可能  
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労
働者が合意した範囲で休業中に就業す
ることが可能

原則就業不可 原則就業不可

1 歳以降の
延長

育休開始日を柔軟化
育休開始日は１歳、１歳半の
時点に限定

1 歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り
再取得可能

再取得不可

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務づけられる内容を上回る取組みの実施を労使協定で定めている
場合は、１か月前までとすることができます。

２回

表１

図１ ➡の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです

産後パパ育休
→分割して 回取得可能

育児休業
→夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

休 育 休

母 育 休

休

（例１ 2022.10.1～）

出生後
８週

父

妻の職場復帰等の
タイミング

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育休 育休

育休 育休産休

休 育 休

母

育 休休

（例２ 2022.10.1～）

育 休

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等


